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国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
状
況
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
の
所
管
法
人
で
あ
り
、
道
路
特
定
財
源
か
ら
の
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
財
団
法
人
公
共
用
地
補
償
機
構
を
含
む

二
十
三
の
道
路
関
係
公
益
法
人
（
以
下
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
職
員
個
々
人
の
負
担
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
費
用
の
大
部
分
を
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
が
負
う
と
い
う
、
社
会
通
念
か
ら
大
き
く
外
れ
た
形
で
職
員
旅
行
を
行
っ
て

い
た
こ
と
に
つ
き
、
国
交
省
内
に
設
け
ら
れ
た
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
に
お
い
て
昨
年
四
月
十
七
日
に
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
最
終
報
告
書
で
は
、
同
月
十
八
日
付
で
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
二
〇
〇
七
年
度
の
五
年
間
に
行
っ
た
職
員
旅
行

費
用
の
う
ち
、
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
旅
行
費
用
総
額
か
ら
法
人
負
担
分
を
差
し
引
い
た
額
を
寄
付
と

い
う
形
で
自
主
的
に
国
庫
に
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
八
六
号
）
に
よ
る

と
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
の
う
ち
国
へ
の
寄
付
義
務
を
負
う
十
六
法
人
の
中
で
、
財
団
法
人
建
設
物
価
調
査
会
は
じ
め
十

二
法
人
が
既
に
寄
付
を
終
え
て
お
り
、
残
り
四
法
人
に
つ
い
て
も
、
「
御
指
摘
の
四
法
人
に
お
い
て
は
、
国
へ
の
寄
附
を
行
う

た
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
寄
附
金
額
等
を
明
ら
か
に
し
て
寄
附
を
申
し
立
て
る
等
の
手
続
を
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
。
」
と
、
平
成
二
十
年
度
中
に
寄
付
を
行
う
べ
く
必
要
な
手
続
き
を
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再

度
質
問
す
る
。

一



一

四
法
人
は
平
成
二
十
年
度
内
に
国
へ
の
寄
付
を
行
っ
て
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
、
そ
の
日
に
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二

四
法
人
は
ど
れ
だ
け
の
額
の
寄
付
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

職
員
個
々
人
の
負
担
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
費
用
の
大
部
分
を
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
が
負
う
と
い
う
、
社
会
通
念
か
ら

大
き
く
外
れ
た
形
で
職
員
旅
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
昨
年
に
明
ら
か
に
な
っ
て
以
降
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
に
お
い

て
職
員
旅
行
が
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
職
員
個
々
人
の
費
用
負
担
の
あ
り

方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
国
交
省
と
し
て
そ
の
詳
細
を
把
握
し
て
い
る
か
。

四

三
で
、
把
握
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


